
小菅村立小菅小中学校基礎学力定着支援事業補助金 概要 
≪各種検定料補助金≫ 

 この事業は、小菅村立小菅小中学校の児童生徒が漢字検定、英語検定、数学（算数）検定、
理科検定を受験する際に、その検定料を全額公費で負担するもので、保護者の経済的負担の軽
減を図ると同時に児童生徒に学習意欲の向上を促し、基礎学力の定着化を図ることを目的として、
平成25年度から始まる補助金制度です。 

事業の全体的なイメージ 

受検前 

・お子さんの各種
検定の申し込み
（学校へ） 

・申し込みの際、
検定料を立て替
え払い 

保護者 

学校 

・受験生及び受験料を取りまとめ、
検定協会へ受験の申し込み 

・教育委員会へ申し込み概要を
提出 

教育委員会 

・補助金の執行について調整を
図る 

受検後 
学校 

・実施結果を教育委員会へ報告 

教育委員会 

・実施結果を確認の上、受験料を
保護者へ直接納入する 

保護者 

・各ご家庭にて検定
料納入をご確認くだ
さい 


